
トランプ大統領が発した中東・アフリカ７か国の国籍を有する者の入国を停止する大

統領令に抗議し、即時撤回を求める会長声明 

 
                   ２０１７（平成２９）年２月８日 
                   東京弁護士会 会長 小林 元治 

 
１ アメリカ合衆国（以下「米国」という。）のトランプ大統領が本年１月２７日、「外

国のテロリストによる入国からアメリカを守るための大統領令」（以下「大統領令」

という。）を発し、シリア、イラク、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエ

メンの７か国の国籍を有する者の入国を９０日間、すべての難民の受け入れを１２

０日間（シリア出身の難民については無期限）、それぞれ停止した。 
２ 世界各地で特定７か国の市民が米国行フライトに搭乗できない事態が相次いだほ

か、米国に到着しても入国できず、更には出国を余儀なくされるケースまで報告さ

れている。当初は米国の永住権を有する者も一律に対象とされ、現在も永住権以外

の滞在資格を有する者が引き続き対象とされるなど、市民・企業活動に大きな支障

が生じている。 
我が国の民間航空会社も一時、特定７か国の国籍を有する者を米国行き便に搭乗

させない措置を講じるなど、混乱は我が国にも及んでいる。 
３ かかる入国制限に異を唱えた米国司法長官代行が即刻解任された一方、ニューヨ

ークやカリフォルニアなど１５州とワシントンＤＣの司法長官らが共同で大統領令

は違憲であると非難したほか、西部ワシントン州の連邦地方裁判所が全米で大統領

令を一時的に差し止める決定を下し、控訴審に係属中であり、結果如何にかかわら

ず、一時差し止めについて連邦最高裁判所まで争われることもある。さらに、本案

訴訟についても同様に連邦最高裁判所まで争われる可能性が高く、大統領令をめぐ

る紛争は今後相当長期化し、混乱が継続することも想定される。 
４ 特定７か国はいずれも長期化する内戦等により政情不安定下にあり、多くの市民

が難民として国外に流出している国である。米国に庇護を求め、かつ難民該当性の

ある者を認定のうえ入国させないことは、米国が加盟している「難民の地位に関す

る条約」（以下「難民条約」という。）に違反する。 
５ 大統領令は、イスラム教徒の多い特定７か国のみを対象としたものであり、国連

憲章が全ての加盟国に対し、人種や宗教による差別のないすべての者のための人権

及び基本的自由の尊重及び遵守という国連の目的の一つを達成するため、国連と協

力して共同及び個別の行動をとることを求めていることに反する。 
また、人種や民族に着目しての発令であれば、人種差別撤廃条約（あらゆる形態

の人種差別の撤廃に関する国際条約）第２条１項（ａ）にも違反する。 
さらに、大統領令は、米国内に暮らすイスラム教徒の不安をあおり、ひい     

ては信教の自由を保障する世界人権宣言第１８条や市民的及び政治的権利に関す



る国際規約第１８条１項にも違反する。 
６ よって、当会は、自由、民主主義、人権をはじめとする法の支配と国際人権尊重 
 の見地から、難民条約、国連憲章及び国連の人権諸条約等に違反する大統領令に抗 
 議し、その即時撤回を強く求めるものである。 

     


